
職場での熱中症により１年間で約30人が亡くなり、約1,000人

以上が４日以上仕事を休んでいます。

職場における熱中症対策が十分にとられているかチェックしましょう！

職場の熱中症
を防止しましょう！

水分、塩分を定期的に摂取し
管理者が摂取状況を確認して
いますか

日常の健康管理を行っていま
すか（当日の体調確認等）

休み明け作業者等に対し暑熱
順化を考慮していますか
（一般的に7日以上必要）

健康診断結果に基づいて熱中
症対策を行っていますか
（基礎疾患等）

高年齢労働者に配慮した作業
手順・計画を定めていますか

WBGT値を把握していますか

冷房設備を備えた休憩室を確
保していますか

通気性の良い服装を使用して
いますか（送風機付き等）

緊急時の連絡体制や重篤化
防止手順を定め関係者に周
知していますか

熱中症予防管理者を選任し
安全管理体制を確立していま
すか

災害発生状況や熱中症対策情報は裏面をご覧ください！

和歌山労働局・橋本労働基準監督署

橋本市東家６丁目９番２号（電話）0736-32-1190

橋本市消防本部・警防課

橋本市東家６丁目２番１号（電話）0736-33-3714
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